
市
税
の
納
付
は

市
税
の
納
付
は

��

納
期
限
内
に

納
期
限
内
に

担
当　
　
　
　
　
　
収
納
課　
☎
０
４
６（
2
5
2
）8
0
4
9

�

FAX
０
４
６（
2
5
5
）3
5
5
0

市
税
は
充
実
・
安
定
し
た
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め

に
必
要
不
可
欠
な
財
源
で
す
。

税
金
を
滞
納
し
て
い
る
方
か

ら
回
収
す
る
た
め
に
使
用
す
る

コ
ス
ト
（
税
金
）
は
余
計
な
出

費
で
あ
り
、
税
負
担
の
公
平
性

や
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た

め
に
も
納
期
限
内
に
納
付
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

納
付
が
困
難
な
方
は

ご
連
絡
を

病
気
や
失
職
、
災
害
な
ど
、

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
市

税
の
納
期
ご
と
の
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
分
割
納
付
な
ど
納

税
を
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
一
人
で
悩
ん
だ
り
放
置
せ

ず
に
、
早
め
に
電
話
ま
た
は
窓

口
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

連
絡
を
せ
ず
に

市
税
を
滞
納
す
る
と

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が

な
い
方
に
は
督
促
状
を
発
送
し

ま
す
。

そ
の
後
も
納
付
が
な
い
場
合

に
は
、
勤
務
先
や
金
融
機
関
な

ど
へ
給
与
や
預
貯
金
な
ど
の
調

査
を
行
う
と
と
も
に
「
給
与
や

預
貯
金
等
の
差
し
押
さ
え
」
や

住
居
や
事
業
所
な
ど
に
立
ち
入

っ
て
調
査
を
行
う
「
捜
索
」
を

実
施
し
ま
す
。

納
期
限
後
に
納
付
す
る
場
合

は
、
延
滞
金
を
納
め
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

滞
納
者
は
一
部
の
行
政
サ
ー
ビ

ス
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

軽
自
動
車
税

軽
自
動
車
税

��

（
種
別
割
）
減
免
制
度

（
種
別
割
）
減
免
制
度

担
当　
　
　
　
　
市
民
税
課　
☎
０
４
６（
２
５
２
）８
０
０
４

�

FAX
０
４
６（
２
５
５
）３
５
５
０

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方
な

ど
に
は
、
軽
自
動
車
税
（
種
別

割
）
の
減
免
制
度
が
あ
り
ま

す
。対
象
車
両（
軽
自
動
車
等
）

に
該
当
す
る
場
合
に
は
減
免
が

適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
次
の
通

り
、
期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
感
染
症
の
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
今
年
度
も

引
き
続
き
、「
郵
送
で
の
申
請
」

も
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
昨
年
度
に
軽
自
動
車

税
（
種
別
割
）
減
免
申
請
を
し

た
方
に
は
、
納
税
通
知
書
と
併

せ
て
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

減
免
申
請
書
を
同
封
し
て
送
付

し
ま
す
。

申
請
方
法

市
役
所
2
階
市
民
税
課
で
配

布
す
る
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

減
免
申
請
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
明
記
し
、
5
月
9

日
（
月
）
～
23
日
（
月
）
に
左

記
必
要
書
類
を
揃
え
て
〒
２
５

２
︱
８
５
６
６
座
間
市
役
所
市

民
税
課
宛
て
に
郵
送
（
必
着
）

ま
た
は
直
接
担
当
へ

必
要
書
類

•
�

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減

免
申
請
書�

•
�

納
税
通
知
書
（
申
請
前
に
納

付
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
）

•
�

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
ま
た
は
戦
傷
病
者
手
帳

の
写
し

•
�

運
転
免
許
証
（
運
転
す
る
方

の
も
の
）
の
写
し

•
�

自
動
車
検
査
証
ま
た
は
標
識

交
付
証
明
書
の
写
し

•
�

納
税
義
務
者
の
個
人
番
号
カ

ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
の

写
し

注
意
事
項

•
�

減
免
を
受
け
る
に
は
、
毎
年

申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

•
�

減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
地

域
の
相
談
役
で
す
。

民
生
委
員
は
、
地
域
福
祉
向

上
の
た
め
、
高
齢
者
や
子
ど
も

の
見
守
り
の
他
、
育
児
や
生
活

の
不
安
、
介
護
な
ど
福
祉
に
関

す
る
相
談
を
受
け
、
市
や
関
係

機
関
に
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し

て
約
１
４
０
人
が
活
動
し
て
い

ま
す
。

１
人
暮
ら
し
高
齢
者
の

見
守
り

登
録
さ
れ
た
１
人
暮
ら
し
の

高
齢
者
宅
へ
定
期
的
な
訪
問
を

行
っ
て
い
ま
す
。訪
問
時
に
は
、

高
齢
者
の
安
否
確
認
だ
け
で
な

く
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
な

ど
の
相
談
に
応
じ
て
、
関
係
機

関
の
紹
介
な
ど
も
行
い
ま
す
。

55
月月
1212
日
は
日
は

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

担
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支
え
あ
う
　
住
み
よ
い
社
会
　
地
域
か
ら

◯�

と　
き　
5
月
8
日
・
22
日

い
ず
れ
も
日
曜
日
午
前
7
時

～
売
り
切
れ
次
第
終
了
（
雨

天
決
行
）

◯�

と
こ
ろ　
市
役
所
ふ
れ
あ
い

広
場
（
雨
天
時
は
市
役
所
1

階
ア
ト
リ
ウ
ム
）

ざ
ま
市
民
朝
市

ざ
ま
市
民
朝
市

担
当　
　
　
　
　
　
農
政
課　
☎
０
４
６（
2
5
2
）7
6
0
1

�

FAX
０
４
６（
2
5
5
）3
5
5
0

◯�

販
売
品　
地
場
産
野
菜
、
農

産
物
加
工
品
、
肉
、
花
き
、

市
特
産
品
な
ど

◯�

持
ち
物　
マ
イ
バ
ッ
グ
（
買

物
袋
は
有
料
で
す
）

※
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ

れ
た
場
合
は
中
止
し
ま
す
。

る
軽
自
動
車
等
は
、
普
通
自

動
車
等
を
含
め
て
、
障
が
い

者
の
方
１
人
に
つ
き
1
台
に

限
ら
れ
ま
す
。

•
�

普
通
自
動
車
等
の
減
免
は
、

厚
木
県
税
事
務
所
（
☎
０
４

６
（
２
２
４
）
１
１
１
１
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者

訪
問
」
を
受
け
る
に
は

訪
問
を
受
け
る
に
は
登
録
が

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
電

話
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直
接
担

当
（
☎
０
４
６
（
２
５
２
）
７

１
２
７
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
在
住
す
る
地
域
を
担

当
す
る
民
生
委
員
が
訪
問
し
、

登
録
を
行
い
ま
す
。

○�

対　
象　
65
歳
以
上
の
１
人

暮
ら
し
の
方
で
、
親
族
や
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
ヘ
ル
パ
ー

な
ど
に
よ
る
2
カ
月
に
1
回

以
上
の
訪
問
や
、
外
出
の
機

会
が
な
く
、
真
に
見
守
り
を

必
要
と
す
る
方

子
ど
も
の
見
守
り

民
生
委
員
は
児
童
委
員
も
兼

ね
て
い
ま
す
。
子
ど
も
と
地
域

の
つ
な
が
り
強
化
の
た
め
、
登

校
時
の
あ
い
さ
つ
運
動
や
地
域

の
行
事
へ
の
参
加
、
パ
ト
ロ
ー

ル
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
に

相
談
す
る
に
は

在
住
す
る
地
域
を
担
当
す
る

民
生
委
員
を
紹
介
し
ま
す
。
電

話
ま
た
は
直
接
担
当
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
（
関
係
機
関

を
案
内
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
）。
相
談
の
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
の
た
め
、
一
部

活
動
を
控
え
て
い
ま
す
。

日
本
赤
十
字
社
の

日
本
赤
十
字
社
の

��
活
動
費
に
ご
協
力
を

活
動
費
に
ご
協
力
を

担
当　

�

日
本
赤
十
字
社
神
奈
川
県
支
部
座
間
市
地
区

　
　
　
（
福
祉
長
寿
課
内
）　

�
☎
０
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２
）８
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日
本
赤
十
字
社
は
皆
さ
ん
の

寄
付
に
よ
り
運
営
し
て
い
ま

す
。
５
月
は
赤
十
字
会
員
増
強

運
動
月
間
で
す
。
寄
付
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
で
の
令
和
３
年
度
赤
十
字

会
員
増
強
運
動
社
資
総
額
４
６

５
万
１
，
２
３
１
円
は
、
全
額

日
本
赤
十
字
社
神
奈
川
県
支
部

に
送
金
し
ま
し
た
。
ご
理
解
と

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
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